
研修資金貸与制度(R8~)
のご案内和歌山県PRキャラクター

きいちゃん

令和７年４月

新宮医療圏に所在する基幹型臨床研修病院で採用された研修医の方を対象に
研修資金を貸与する制度です。是非、ご活用ください！

【問合せ先】
和歌山県庁 医務課 医療戦略推進班
和歌山市小松原通一丁目１番地
TEL ：073-441-2610（直通）
e-mail：w-doctor@pref.wakayama.lg.jp

研修資金内容

対象者 新宮医療圏に所在する基幹型臨床研修病院で採用された研修医１年目
※R7.4現在 新宮市立医療センター

貸与額 300万円（一括貸与）
利子率 年0.3％
資金用途例 転居に伴う費用、書籍購入費、学会参加費など
返還免除条件 臨床研修修了後、7年以内に新宮医療圏に所在する公的医療機関で

通算2年以上、対象診療科において勤務すること

新宮医療圏の公的医療機関

１ 新宮市立医療センター
那智勝浦町立温泉病院
くしもと町立病院

２

３

※令和７年４月現在

対象診療科
・内科
・整形外科
・脳神経外科
・総合診療

・小児科
・産婦人科
・麻酔科
・リハビリテーション科

・外科
・泌尿器科

※対象診療科は、新宮医療圏の公的医療機関で常勤医師として勤務可能な診療科
（今後変更する可能性あり）
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※返還免除条件となる公的医療機関及び診療科


